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建物現況調査 土地評価

事

務局（事業協力者）より、皆様方へのご挨拶を兼ねまして、

地権者の方を対象に個別面談の機会を設けたいと考えて

おります。 

今後、右図の対象区域内で建築物の建築をしようとする

場合は、都市計画法第５３条に基づく「許可申請」及び都

市計画法第５８条の２に基づく「地区計画の区域内におけ

る行為の届出（以下「地区計画の届出」と言う。）」が必要と

なります。
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個別面談を実施 

事務局より「個別面談のご案内」を郵送にて通知します。 
（※既に地権者の皆様に発送いたしました。） 

調査票に面談希望日時・場所・連絡先等をご記入のうえ 
同封の返信用封筒にて事務局までご返信ください。 

事務局より、お電話またはメールにて、 
日程調整のご連絡をいたします。 

個別面談の流れ 

【対象区域】 

都市計画法第５３条の許可申請及び都市計画法第５８条の２の届出について 

事業リーフレットを作成しました 

【事業リーフレット】 


